
一
級
河
川
管
理
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
関
与
に
つ

い
て

ー
ー
ー
知
事
に
対
す
る
意
見
聴
取
制
度
を
中
心
に
ー
ー
ー

オ嬰

井

敬

子

は
じ
め
に

先
頃
、
平
成
七
年
七
月
に
施
行
さ
れ
た
地
方
分
権
推
進
法
に
も
と
づ
き
設
置
さ
れ
た
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
中
間
報
告
(
平
成

(

1

)

(

2

)

 

八
年
三
月
二
九
日
付
)
が
発
表
さ
れ
た
。
同
報
告
は
、
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
を
掲
げ
る
な
ど
画
期
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、

固
と
地
方
の
関
係
を
め
ぐ
る
新
た
な
秩
序
構
築
は
す
で
に
時
代
の
要
請
で
あ
り
、
今
後
は
五
六
一
に
も
及
ぶ
機
関
委
任
事
務
の
個
別

的
な
検
討
が
具
体
的
な
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
こ
と
は
必
歪
で
あ
る
。
そ
し
て
、
機
関
委
任
事
務
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
一
級

河
川
に
関
し
て
都
道
府
県
知
事
の
行
う
河
川
管
理
事
務
(
地
方
自
治
法
別
表
第
三
(
百
十
二
参
照
)
に
つ
い
て
も
、
右
中
間
報
告

(
3
)
 

で
も
事
務
配
分
に
あ
た
り
個
別
的
な
法
律
に
よ
る
整
備
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七



七

河
川
管
理
は
、
歴
史
的
に
は
、
「
治
水
」
の
観
点
か
ら
国
家
の
重
要
な
関
心
事
で
あ
り
つ
つ
、
個
々
の
河
川
が
そ
れ
ぞ
れ
に
際
立
つ

「

A叩1
)

た
個
性
を
具
有
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
適
正
な
管
理
を
行
う
に
あ
た
っ
て
流
域
自
治
体
の
関
与
が
不
可
欠
で
あ
る
。

現
行
河
川
法
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
様
々
な
か
た
ち
で
流
域
自
治
体
の
関
与
に
つ
い
て
規
定
を
置
い
て
い
る
が
、
河
川
管
理
が

国
と
地
方
の
密
接
な
連
携
を
要
請
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
河
川
管
理
の
実
態
に
即
し
た
事
理
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
河
川
管
理
に

つ
い
て
国
な
い
し
地
方
公
共
団
体
の
関
与
に
い
か
な
る
説
明
が
付
さ
れ
よ
う
と
も
、
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
河
川
管
理
は
、
様
々

な
諸
利
益
の
「
総
合
調
整
」
の
も
と
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
仁
記
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
河
川
管
理
に
つ

τヘど

い
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
に
着
目
し
て
現
行
法
を
素
材
に
分
析
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

河
川
菅
理
の
構
造

さ
て
、
以
下
で
は
河
川
法
を
中
心
に
河
川
管
理
の
構
造
に
つ
い
て
検
討
を
す
す
め
る
が
、
本
稿
で
は
、
河
川
の
管
理
を
な
す
に
つ

い
て
流
域
自
治
体
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
現
行
法
上
認
め
ら
れ
る
地
方
公
共
同

体
の
関
与
形
態
に
関
心
を
置
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
必
ず
し
も
狭
義
の
意
味
で
の
「
管
理
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
管
理
態
様
を
決
定
す

る
前
提
と
し
て
の
河
川
の
指
定
手
続
か
ら
検
討
対
象
に
含
め
る
と
と
も
に
、
順
次
、
管
理
権
限
の
「
一
部
」
を
委
任
す
る
制
度
で
あ

る
「
指
定
区
間
」
の
指
定
手
続
お
よ
び
そ
こ
に
お
け
る
管
理
態
様
や
二
般
的
に
分
析
し
た
あ
と
、
そ
の
具
体
的
な
任
務
の
ひ
と
つ
と

し
て
河
川
管
理
施
設
の
操
作
規
則
の
制
定
を
と
り
あ
げ
る
。



一
級
河
川
の
指
定

河
川
法
上
、
一
級
河
川
と
は
国
土
保
全
上
又
は
国
民
経
済
上
重
要
な
水
系
と
し
て
、
政
令
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
、
そ
の
水
系
に
か

か
る
河
川
で
建
設
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
と
さ
れ
る
(
法
四
条
一
項
)
。
河
川
法
の
適
用
対
象
を
確
定
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
行
わ
れ

(

7

)

(

8

)

 

る
こ
の
一
連
の
手
続
は
、
政
令
に
よ
る
水
系
の
指
定
と
建
設
大
臣
に
よ
る
河
川
の
指
定
と
い
う
こ
段
階
か
ら
な
る
。
こ
こ
で
、
「
国
土

保
全
上
の
重
要
性
」
な
い
し
「
国
民
経
済
上
の
重
要
性
」
と
は
、
い
ず
れ
も
「
国
家
的
見
地
」
か
ら
認
め
ら
れ
る
質
的
重
要
性
で
あ
っ

(
9
)
 

て
、
河
川
の
存
在
す
る
場
所
が
一
都
道
府
県
内
に
と
ど
ま
る
と
い
っ
た
地
域
的
な
観
点
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
法
は
、
一
級
河
川
の
指
定
手
続
の
い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
も
地
方
公
共
団
体
の
関
与
を
認
め
、
そ
の
地
域
の
利
害
関(ω) 

心
に
配
躍
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
水
系
指
定
段
階
で
は
、
政
令
の
制
定
・
改
廃
に
あ
た
り
、
建
設
大
臣
は
あ
ら
か
じ
め
河
川
審
議
会

お
よ
び
関
係
都
道
府
県
知
事
の
「
意
見
」
を
き
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
(
法
四
条
二
項
)
、
建
設
大
臣
に
よ
る
河
川
指
定
段
階
で

も
、
建
設
大
臣
は
関
係
行
政
機
関
の
長
に
「
協
議
」
す
る
ほ
か
、
河
川
審
議
会
と
関
係
都
道
府
県
知
事
の
「
意
見
」
を
き
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
(
同
三
項
)
。
そ
し
て
、
関
係
都
道
府
県
知
事
は
「
意
見
」
を
述
べ
る
に
あ
た
り
「
議
会
の
議
決
」
を
経
る
こ
と
が
必
要

と
さ
れ
て
い
る
が
(
同
四
項
)
、
そ
れ
は
「
利
害
関
係
の
あ
る
地
元
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
措
置
」
で
あ
っ
て
、
従
っ
て

(
日
)

こ
こ
に
い
う
都
道
府
県
知
事
は
「
地
方
公
共
団
体
の
長
」
と
し
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
説
明
さ
れ
る
。

(ロ)

決
定
権
限
が
国
の
機
関
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
つ
つ
、
何
ら
か
の
形
で
地
方
公
共
団
体
の
関
与
を
認
め
る
法
制
度
は
少
な
く
な
い
が
、

一
級
河
川
の
指
定
に
あ
た
り
都
道
府
県
知
事
お
よ
び
地
方
議
会
の
関
与
ま
で
要
求
す
る
と
い
う
制
度
は
、
一
般
国
道
の
指
定
が
政
令

の
み
に
よ
る
の
と
対
照
的
で
あ
り
(
道
路
法
五
条
一
項
)
、
一
級
河
川
の
指
定
が
「
国
家
的
見
地
」
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
が
流
域
自
治

体
の
関
与
を
当
然
に
排
訴
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
都
道
府
県
知
事
と
議
会
の
双
方
の
関
与
を
要
求
す
る
趣
旨
は
明
ら
か
で

七



七
四

(
日
)

は
な
い
。

2 

一
級
河
川
の
管
理

一
級
河
川
の
管
理
者
は
建
設
大
臣
で
あ
る

(
法
九
条
一
項
)
。
も
っ
と
も
、
当
該
管
理
権
限
の
多
く
は
他
機
関
へ
委
任
さ
れ

(
l
)
 

て
い
る
が
、

一
級
河
川
管
理
に
地
方
公
共
団
体
が
関
与
す
る
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
、
法
は
区
間
を
限
定
し
た
う
え
で
関
係
都
道

(

M

H

)

(

日
)

府
県
知
事

4

に
一
定
事
項
の
管
理
を
許
容
す
る
「
指
定
区
間
制
度
」
(
同
二
項
)
を
設
け
て
い
る
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
指
定
区
間
の
指
定
手
続
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
関
与
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
指
定
区
間
の
指
定
・

変
更
・
廃
止
は
建
設
大
臣
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
法
は
あ
ら
か
じ
め
関
係
都
道
府
県
知
事
の
「
意
見
」
を
き
く

こ
と
を
要
求
す
る
(
同
三
項
)
。
指
定
区
間
の
指
定
・
変
更
・
廃
止
が
管
理
の
委
任
・
変
更
・
廃
止
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が

そ
の
理
由
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
委
任
を
受
け
る
管
理
者
と
し
て
の
立
場
で
の
意
見
が
求
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
地
方
公
共
団
体
の
長

へ
日
)

と
し
て
の
意
見
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
河
川
管
理
の
受
任
機
関
と
し
て
の

意
見
と
い
う
の
は
、
流
域
自
治
体
の
意
見
を
き
か
ず
し
て
十
全
な
河
川
管
理
を
期
し
え
な
い
こ
と
か
ら
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
地
方
公
共
団
体
の
意
見
に
他
な
ら
ず
、
か
よ
う
な
説
明
に
は
特
段
の
実
費
は
な
い
も
の
と
一
一
自
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

(
2
)
と
こ
ろ
で
、
河
川
法
は
、
上
記
指
定
庶
開
制
度
と
は
別
に
、
建
設
大
臣
の
権
限
の
地
方
建
設
局
長
に
対
す
る
委
任
を
認
め
て

い
る
(
法
九
八
条
)
0

建
設
大
臣
に
留
保
さ
れ
る
事
項
と
の
関
係
に
お
い
て
地
方
建
設
局
長
へ
の
委
任
事
項
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
事

項
の
重
要
度
に
応
じ
た
事
務
配
分
の
ル

i
ル
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
(
た
と
え
ば
特
定
水
利
使
用
に
関
す
る
士
地
の
掘

削
の
許
可
は
、
建
設
大
陸
の
権
限
に
属
す
る
が
、
そ
の
う
ち
軽
微
な
も
の
は
地
方
建
設
局
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。
施
行
令
二
条
、



五
三
条
)
、
指
定
区
間
の
関
係
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
委
任
に
あ
っ
て
は
、
事
項
の
重
要
度
の
み
な
ら
ず
、
区
間
と
い
う
地
域
的
要

素
が
配
分
要
素
と
し
て
加
わ
っ
て
く
る
た
め
、
河
川
管
理
事
務
の
配
分
ル

1
ル
は
、
全
体
と
し
て
甚
だ
複
雑
と
な
る
。
結
論
を
い
え
ば
、

知
事
管
理
の
範
囲
は
、
指
定
区
間
外
に
お
い
て
地
方
建
設
局
長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
管
理
事
務
に
限
ら
ず
、
指
定
一
収
間
外
に

お
い
て
大
臣
自
ら
が
行
う
事
務
も
含
ま
れ
、
換
言
す
れ
ば
、
地
方
建
設
局
長
と
の
関
係
で
は
建
設
大
臣
に
留
保
さ
れ
る
よ
う
な
重
要

度
の
高
い
事
務
で
あ
っ
て
も
都
道
府
県
知
事
に
は
委
任
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
た
だ
、
他
方
で
、
右
事
務
処
理

の
う
ち
一
定
の
も
の
に
つ
い
て
は
建
設
大
臣
の
「
認
可
」
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
て
お
り
(
法
七
九
条
一
項
)
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し

て
は
、
委
任
事
項
の
広
範
さ
に
対
応
し
て
、
国
の
関
与
形
態
と
し
て
も
工
夫
が
見
ら
れ
る
。

事
務
配
分
の
一
定
の
傾
向
を
大
要
明
ら
か
に
す
る
た
め
若
干
の
具
体
例
を
あ
げ
て
み
る
。
た
と
え
ば
、
工
事
実
施
基
本
計
画
を
定

め
る
こ
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
建
設
大
臣
に
留
保
さ
れ
、
他
の
機
関
へ
の
委
任
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

(
法
一
六
条
一
項
、
施
行
令
二
条
、

五
三
条
、
な
お
、
内
部
委
任
に
つ
い
て
は
別
論
で
あ
る
。
)

0

そ
の
理
由
は
工
事
実
施
基
本
計
画
は
全
区
間
に
わ
た
り
国
家
的
見
地
か

ら
作
成
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
他
方
、
河
川
台
帳
の
調
製
・
保
管
に
つ
い
て
は
、
全
区
間
を
通
じ
て
行
わ
れ

る
べ
き
事
柄
で
あ
る
た
め
、
都
道
府
県
知
事
に
委
任
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
地
方
建
設
局
長
等
に
は
委
任
さ
れ
て
い
る
(
法
一
一
一
条
、

施
行
令
二
条
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
委
任
さ
れ
る
が
地
方
建
設
局
長
に
は
委
任
さ
れ
な
い
事
務
と
し
て
、
河
川
区
域

の
指
定
、
河
川
管
理
施
設
の
操
作
規
則
の
制
定
、
水
利
使
用
の
許
可
に
関
し
河
川
審
議
会
の
意
見
を
き
く
こ
と
、
河
川
保
全
区
域
を

指
定
す
る
こ
と
、
河
川
予
定
地
を
指
定
す
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
る
(
施
行
令
二
条
、

五
三
条
一
項
四
号
)
。
こ
の
第
三
の
類
型
が
指

定
区
間
管
理
の
特
徴
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
河
川
管
理
施
設
の
操
作
規
則
の
制
定
に
つ
い
て
は
関
連
制
度
も
あ
り
、

しミ

ま
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。

七
五



七
六

河
川
管
理
施
設
の
規
制
制
定
お
よ
び
操
作

(
1
)
河
川
管
理
施
設
に
つ
い
て
、
河
川
法
は
構
造
に
関
す
る
技
術
基
準
は
政
令
で
定
め
る
と
し
つ
つ
(
法
一
三
条
二
項
て
そ
の

操
作
規
則
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
河
川
管
理
者
が
制
定
す
る
と
し
て
い
る
(
法
一
四
条
一
項
)
。
一
般
に
、
公
物
管
理
施
設

の
う
ち
操
作
が
予
定
さ
れ
る
も
の
は
決
し
て
少
な
く
な
い
が
(
海
岸
保
全
施
設
、
漁
港
施
設
、
港
湾
施
設
等
々
て
そ
の
う
ち
技
術
基

準
に
加
え
て
操
作
規
則
に
つ
い
て
ま
で
法
律
が
規
定
す
る
例
は
後
に
検
討
す
る
多
目
的
ダ
ム
法
、
水
資
源
開
発
公
団
法
な
ど
に
限
ら

れ
て
お
り
、
操
作
の
余
地
が
広
く
、
そ
の
あ
り
方
が
大
き
な
影
響
を
も
っ
と
い
う
点
で
河
川
管
理
施
設
は
際
立
っ
て
い
る
。
た
だ
、

そ
の
中
で
も
操
作
規
則
を
あ
ら
か
じ
め
制
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
は
自
ず
か
ら
限
ら
れ
る
の
で
、
法
は
政
令
に
よ
る
限
定
を

認
め
、
「
洪
水
を
調
節
す
る
施
設
」
「
そ
の
他
流
水
の
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
施
設
で
あ
っ
て
治
水
上
又
は
利
水
上
特
に
重
要
な
も
の
」

(
施
行
令
八
条
一
号
、
五
号
)
な
ど
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
操
作
規
則
の
制
定
・
変
更
に
あ
た
っ
て
は
、
河
川
管
理
者
が
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
又
は
関
係
都
道
府
県
知
事
、

関
係
市
町
村
長
若
し
く
は
費
用
負
担
者
の
「
意
見
」
を
き
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
(
法
一
四
条
二
項
)
。
そ
の
趣
旨
は
、
河
川
管

理
施
設
の
操
作
が
当
該
施
設
の
存
す
る
河
川
の
流
域
住
民
等
の
利
害
に
極
め
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、

(
鴎
)

一
級
河
川
の
場
合
に
は
関
係
都
道
府
県
知
事
、
二
級
河
川
の
場
合
に
は
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
き
く
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
。
こ
こ

に
い
う
関
係
都
道
府
県
知
事
お
よ
び
関
係
市
町
村
長
は
そ
の
趣
旨
か
ら
流
域
住
民
の
利
害
を
代
表
し
得
べ
き
「
地
方
公
共
団
体
の
長
」

(
同
日
)

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
規
則
制
定
権
の
所
在
と
関
連
づ
け
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

指
定
区
間
外
に
お
け
る
河
川
管
理
施
設
の
場
合
、
規
則
制
定
は
「
上
、
下
流
の
地
方
公
共
団
体
又
は
住
民
等
の
利
害
の
対
立
の
調

(
初
)

整
等
困
難
な
行
政
措
置
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
」
こ
と
か
ら
建
設
大
臣
み
ず
か
ら
が
行
う
べ
き
事
務
と
さ
れ
、
地
方
建

3 



設
局
長
に
委
任
さ
れ
る
の
は
当
該
施
設
の
操
作
に
限
ら
れ
る

大
臣
が
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
き
・
な
が
ら
法
の
予
定
す
る
「
困
難
な
行
政
措
置
」
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。

(
法
九
八
条
、
施
行
令
五
一
一
一
条
一
項
四
号
)

0

こ
の
場
合
に
は
、
建
設

こ
れ
に
対
し
て
、
指
定
区
間
内
に
お
け
る
河
川
管
理
施
設
の
場
合
、
規
則
制
定
お
よ
び
施
設
操
作
の
い
ず
れ
も
委
任
を
受
け
た
都

道
府
県
知
事
が
行
う
の
で
(
法
九
条
二
項
、
施
行
令
二
条
)
、
法
文
の
形
式
的
な
解
釈
と
し
て
は
河
川
管
理
に
携
わ
る
都
道
府
県
知

事
が
、
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
「
調
整
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
翻
っ
て

考
え
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
指
定
区
間
内
施
設
の
管
理
は
複
数
の
都
道
府
県
が
か
か
わ
る
よ
う
な
広
域
的
管
理
が
基
本
的
に
は
必
要

な
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
前
提
と
な
る
か
ら
、
操
作
規
則
の
制
定
に
あ
た
っ
て
「
困
難
な
行
政
措
置
」
は
本
来
想
定
さ
れ
て
い
な

(
幻
)

い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
法
一
五
条
に
よ
り
、
あ
る
河
川
管
理
施
設
の
規
則
制
定
に
あ
た
り
、
当
該
施
設
の
操
作
が
他
の

(
幻
)

河
川
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
河
川
管
理
者
は
当
該
他
の
河
川
管
理
者
と
の
「
協
議
」
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

(3)
河
川
管
理
施
設
の
操
作
規
則
に
関
し
て
は
、
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
お
よ
び
水
資
源
開
発
公
団
法
が
そ
の
特
則
を
定
め
て
い
る
。

特
定
多
目
的
ダ
ム
と
は
、
河
川
法
九
条
一
項
に
よ
り
建
設
大
臣
み
ず
か
ら
が
新
築
す
る
ダ
ム
で
、
流
水
が
発
電
、
水
道
、
工
業
用

(
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
二
条
)
、
そ
の
操
作
規
則
は
建
設
大
臣
が
定
め
る

条
一
項
)
。
操
作
規
則
の
制
定
・
変
更
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
関
係
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
者
の
「
意
見
」
を
聴
か
な
け
れ

水
と
い
っ
た
特
定
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
い

法

ば
な
ら
な
い

(
法
一
一
一
一
条
一
項
、
三
項
)
。
指
定
区
間
に
お
け
る
特
定
多
目
的
ダ
ム
の
管
理
は
河
川
法
の
原
則
に
従
っ
て
都
道
府
県
知

事
に
委
任
さ
れ
る
が
、
そ
の
操
作
規
則
の
制
定
は
委
任
さ
れ
ず
、
知
事
は
操
作
規
則
の
制
定
に
あ
た
り
「
意
見
」
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
に
す
、
ぎ
な
い
と
い
う
仕
組
み
が
と
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
水
資
源
開
発
公
団
は
、
水
資
源
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
「
水
資
源
開
発
基
本
計
闘
」
に
よ
り
「
水
資
源
開
発
施
設
」
の
新
・

ヒ
ヒ



七
八

改
築
お
よ
び
管
理
を
お
こ
な
う
こ
と
を
主
た
る
業
務
と
す
る
が
(
法
一
八
条
一
項
一
号
、
一
一
号
)
、
そ
の
管
理
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、

主
務
大
臣
が
「
施
設
管
理
方
針
」
を
定
め
て
公
団
に
指
示
し
(
法
一
一
一
条
)
、
公
団
が
施
設
管
理
規
程
を
作
成
す
る
(
法
二
二
条
)
と

い
う
手
順
を
踏
む
。
そ
し
て
、
主
務
大
臣
は
方
針
作
成
の
段
階
で
関
係
都
道
府
県
知
事
の
「
意
見
」
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公

団
は
管
理
規
程
作
成
の
段
階
で
関
係
都
道
府
県
知
事
と
の
「
協
議
」
を
経
た
あ
と
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

水
資
椋
開
発
施
設
の
う
ち
、
洪
水
防
御
の
機
能
ま
た
は
流
水
の
正
常
な
維
持
と
増
進
を
目
的
と
す
る
多
目
的
ダ
ム
、
河
口
堰
、
湖
沼

水
位
調
整
施
設
等
の
施
設
は
「
特
定
施
設
」
と
し
て
河
川
法
上
の
河
川
管
理
施
設
と
さ
れ
る
(
法
ニ

O
条
四
項
、
五
五
条
二
号
、
二

三
条
一
項
)
。
主
務
大
臣
は
建
設
大
臣
で
あ
り
、
公
団
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
河
川
管
理
者
の
権
摂
を
行
う
(
法
二
一
一
一
条
二

項
)
。
な
お
、
緊
急
時
に
は
操
作
に
つ
い
て
建
設
大
臣
は
公
団
を
指
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
法
二
四
条
)
。

結
び

一
級
河
川
管
理
に
対
す
る
地
方
公
共
団
体
の
関
与
は
「
都
道
府
県
知
事
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
「
都
道
府

県
知
事
」
は
委
任
に
よ
り
管
理
権
限
を
行
使
す
る
他
に
は
、
基
本
的
に
は
管
理
者
で
あ
る
建
設
大
臣
に
対
し
て
「
意
見
」
を
述
べ
る

と
い
う
形
態
を
と
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
見
聴
取
制
度
に
お
け
る
「
都
道
府
県
知
事
」
の
立
場
に
対
す
る
理
解
は
単
一
で
は
な
く
、

従
来
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
議
会
と
な
ら
ん
で
地
元
住
民
の
意
見
を
反
映
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
た
る
立
場
、

単
独
で
地
元
住
民
の
意
見
を
代
表
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
た
る
立
場
、
そ
し
て
、
管
理
を
委
任
さ
れ
る
者
と
し
て
の
立
場
の
一
一
一
種

に
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
区
別
に
対
し
て
は
、
地
元
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、



る
に
に
な
ぜ
二
つ
の
方
法
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
か
、
地
方
公
共
団
体
の
長
た
る
立
場
と
管
理
を
委
任
さ
れ
る
者
と
し
て
の
立
場
が

区
別
さ
れ
う
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
あ
る
と
と
も
に
、
逆
の
意
味
で
、
国
の
関
与
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
も
不
十
分
で
は
な
い

(

μ

)

(

お
)

か
と
お
も
わ
れ
る
。
以
下
、
現
行
河
川
法
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
一
一
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
水
系

A

貫
主
義
に
合
理
性
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
当
該
水
系
流
域
に
存
す
る
地
方
公
共
団
体
は
複
数
存
す
る

と
こ
ろ
、

一
級
河
川
の
指
定
に
あ
た
っ
て
、
水
系
指
定
お
よ
び
河
川
指
定
の
い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
関
連
地
域
の
意
見
を
反

映
さ
せ
、
水
系
と
し
て
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
適
正
な
河
川
管
理
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
意
見
を
聴
く
べ

き
関
係
都
道
府
県
が
複
数
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
地
域
ご
と
の
意
見
を
綜
合
す
る
必
要
性
の
あ
る
こ
と
が
、
当
事
者
以
外
の
第
三

者
機
関
に
よ
る
調
整
を
正
当
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
当
該
調
整
機
関
が
建
設
大
臣
で
あ
る
必
然
性
は
な
く
、
流
域
自

治
体
を
構
成
員
と
す
る
合
議
体
を
想
定
し
、
国
は
そ
の
一
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
画
す
る
と
い
う
制
度
も
合
理
性
を
有
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
指
定
区
間
の
指
定
手
続
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

引
き
が
問
題
と
な
る
限
り
に
お
い
て
、
第
三
者
機
関
に
よ
る
指
定
が
要
請
さ
れ
る
。

一
つ
の
水
系
に
お
け
る
管
理
民
間
の
線

第
二
に
、
流
域
自
治
体
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
を
そ
の
媒
介
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
は
、
公
選
知

事
と
し
て
の
地
位
お
よ
び
河
川
の
管
理
権
限
を
行
寵
す
る
と
い
う
そ
の
立
場
か
ら
し
て
、
あ
る
意
味
で
巧
妙
な
制
度
で
あ
る
と
い
う

評
価
が
可
能
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
河
川
の
管
理
権
限
を
行
使
す
る
都
道
府
県
知
事
の
立
場
は
、
法
律
に
よ
り
具
体
的
管
理
権

限
を
委
任
さ
れ
た
流
域
自
治
体
の
代
表
者
と
し
て
説
明
す
れ
ば
足
り
、
そ
れ
を
閣
の
機
関
と
い
う
形
で
説
明
す
る
必
要
は
な
い
。
そ

し
て
、
河
川
管
理
に
あ
た
り
流
域
自
治
体
な
か
ん
づ
く
地
元
住
民
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
は
、

一
級
河
川
の
指
定
や
指
定
区
間

の
指
定
と
い
っ
た
「
入
口
」
の
段
階
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
な
管
理
段
階
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
制
度
つ
く

七
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り
か
た
と
し
て
は
、
共
ト
体
的
な
管
理
段
階
に
お
け
る
流
域
白
治
体
側
の
権
限
を
拡
大
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
ο

た
だ
、
権
限
主
体
と
し
て
は
単
一
の
自
治
体
で
は
な
く
複
数
の
流
域
自
治
体
か
ら
な
る
組
織
単
位
で
考
え
る
こ
と
が
水
系
主
義
と
の

関
係
で
は
よ
り
合
目
的
的
で
あ
る
と
も
い
え
、
ま
た
、
地
方
議
会
の
関
与
を
も
重
ね
て
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
は
一
考
を
要
し
よ
う
。

第
一
一
一
に
、
河
川
管
理
施
設
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
操
作
の
基
準
と
な
る
操
作
規
則
の
制
定
と
操
作
権
の
帰
属
と
を
ほ
一
別
し
て
考
え

る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
操
作
規
則
の
制
定
段
階
に
お
い
て
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
利
害
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
現
実
の
操
作
は
単
一
の
管
理
者
に
委
ね
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
行
制
度

の
も
と
で
は
、
指
定
区
間
外
に
お
い
て
は
操
作
規
則
の
制
定
は
建
設
大
臣
、
操
作
は
地
方
建
設
局
長
、
指
定
区
間
内
で
は
特
別
の
法

律
が
あ
る
場
合
を
除
き
操
作
規
則
の
制
定
お
よ
び
操
作
と
も
都
道
府
県
知
事
が
担
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
指
定
ぽ

問
の
内
外
を
問
わ
ず
操
作
規
則
の
制
定
に
は
国
の
関
与
を
一
定
留
保
し
た
う
え
で
流
域
自
治
体
相
虻
間
に
よ
る
調
整
を
認
め
、
施
設

操
作
は
当
該
施
設
の
存
す
る
都
道
府
県
知
事
に
一
一
冗
的
に
委
ね
る
と
い
っ
た
制
度
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
ま
た
、
指
定
区
間
制
度
の

存
在
が
事
務
配
分
を
格
段
に
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
事
務
配
分
の
ル

i
ル
を
簡
素
化
し
、
事
務
配
分
自
体
に
費
や
さ

れ
る
労
力
を
削
減
す
る
と
い
う
観
点
を
も
含
め
、
現
行
の
指
定
区
間
制
度
は
見
臨
し
が
必
要
で
あ
る
。

註(
l
)

そ
の
内
容
お
よ
び
関
連
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
成
田
頼
明
「
機
関
委
任
事
務
の
廃
止
と
こ
れ
に
伴
う
諸
問
題

l
地
方
分
権
推
進
委
員
会

中
間
報
告
を
め
ぐ
っ
て
|
(
上
)
(
下
)
」
自
治
統
究
七
二
巻
六
号
一
一
一
頁
、
七
号
一
一
一
頁
三
九
九
六
年
)
、
「
特
集
・
地
方
分
権
と
同
・
地
方
関
係
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
九
O
号
四
頁
以
下
、
山
千
賀
克
也
「
行
政
と
市
民
の
関
係
の
変
革
」
法
学
教
率
一
九
一
号
四
百
(
以
下
、
六
i
七
頁
(
…
九
九
六
年
)
、



磯
部
力
「
地
方
分
権
」
間
二

O
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
脱
稿
後
、
第
一
次
勧
告
(
一
平
成
八
年
一
二
月
二

O
日
)
が
発
表
さ
れ
た
。

(
2
)

中
間
報
告
で
は
、
住
民
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
知
事
・
市
町
村
長
を
間
の
下
部
機
関
と
み
て
国
の
事
務
を
委
任
し
、
執
行
さ
せ
る
機

関
委
任
事
務
制
度
の
弊
害
と
し
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
を
上
下
・
主
従
の
関
係
に
置
い
て
い
る
こ
と
、
知
事
・
市
町
村
長
が
地
方
公

共
団
体
の
代
表
者
と
し
て
の
役
割
に
徹
し
き
れ
な
い
こ
と
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
関
で
行
政
責
任
の
所
在
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
、
国
に

よ
る
関
与
が
地
方
公
共
団
体
の
地
域
の
実
情
に
即
し
た
判
断
を
困
難
に
し
、
事
務
処
理
の
コ
ス
ト
を
浪
費
し
て
い
る
こ
と
、
闘
の
縦
割
り
行
政

が
地
域
の
総
合
行
政
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
な
お
、
磯
部
教
授
も
、
機
関
委
任
事
務
概
念
が
「
本
質
的
に
不
自
然
な
論
理
構
成
」

で
あ
る
と
す
る
。
前
掲
二
回
頁
。

(
3
)

中
間
報
告
で
は
、
個
別
の
法
律
に
よ
る
定
め
が
必
要
な
自
治
事
務
と
し
て
、
計
画
策
定
権
限
と
公
物
管
理
権
限
を
と
く
に
あ
げ
て
い
る
。
ジ
ユ

リ
ス
ト
一

O
九
O
号
六
二
頁
。
ま
た
、
「
座
談
会
機
関
委
任
事
務
廃
止
と
地
方
分
権

i
地
方
分
権
推
進
委
員
会
中
間
報
告
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ユ

リ
ス
ト
一

O
九
O
号
一
六
頁
成
田
発
言
参
照
。
さ
ら
に
成
田
・
前
掲
論
文
(
下
)
一
四
頁
は
一
般
河
川
の
部
分
区
間
の
管
理
事
務
は
、
法
廷
受

託
事
務
と
す
る
か
ど
う
か
の
「
焦
点
」
で
あ
る
と
す
る
。

(
4
)

こ
の
点
、
旧
河
川
法
改
正
過
程
に
お
い
て
、
田
中
二
郎
教
授
は
「
河
川
の
管
理
は
、
元
来
、
森
林
、
砂
紡
、
水
防
、
各
種
産
業
、
住
民
生

活
等
広
範
な
行
政
分
野
の
一
貫
と
し
て
、
郎
ち
地
元
行
政
の
一
貫
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
地
元
行
政
に
総
合
的
な
責

任
を
有
す
る
知
事
を
は
じ
め
、
地
元
の
協
力
を
得
る
こ
と
な
く
し
て
行
き
届
い
た
河
川
の
管
理
を
行
う
こ
と
は
閥
難
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

鮎
川
幸
雄
『
水
一
二
法
』
(
大
成
出
版
・
一
九
八
三
年
)
一
一
一
一
一
一
一
頁
参
照
。
ま
た
、
成
田
教
授
は
、
「
水
行
政
は
、
す
ぐ
れ
た
国
家
政
策
課
題
で
あ

る
と
と
も
に
、
す
ぐ
れ
た
地
域
行
政
的
課
題
で
も
あ
る
と
い
う
こ
面
性
を
も
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
水
管
理
行
政
が
広
域
行
政
と
し
て
な
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
体
制
は
「
図
、
都
道
府
県
、
市
町
村
の
各
行
政
主
体
が
、
水
系
を
中
心
と
し
た
流
域
等
の
広
域
的
な
水
共

同
域
に
つ
い
て
協
調
・
協
力
・
参
加
を
基
本
と
し
て
共
同
の
課
題
に
取
り
組
む
よ
う
な
仕
組
み
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ

る
。
成
田
頼
明
司
土
地
政
策
と
法
』
(
弘
文
裳
・
一
九
八
九
年
)
二
九
一
賞
以
下
、
二
九
四
賞
。
原
龍
之
助
『
公
物
営
造
物
法
・
新
版
』
(
有
斐
閣
・

一
九
八
二
年
)
一
一
二
七
|
八
頁
で
も
、
道
路
や
河
川
の
管
獲
に
つ
き
、
広
域
的
総
合
的
処
理
を
理
由
と
す
る
国
の
出
先
機
関
の
権
限
強
化
は
好

人
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ま
し
く
な
い
と
さ
れ
る
。

(
5
)

河
川
に
あ
っ
て
は
種
々
の
利
申
告
が
錯
綜
す
る
た
め
、
そ
の
管
理
に
お
い
て
は
各
種
利
害
の
調
整
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
国
と
地

方
公
共
間
体
問
の
み
な
ら
ず
、
建
設
省
・
農
林
水
産
省
・
厚
生
省
・
通
産
省
・
環
境
庁
等
諸
官
庁
間
の
調
整
等
を
含
め
た
「
総
合
調
整
」
が
要

請
さ
れ
る
。
本
稿
は
か
か
る
多
様
な
調
整
e

要
素
の
う
ち
一
つ
に
つ
い
て
扱
う
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
問
題
を
全
般
的
に
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、

西
谷
鮒
「
水
行
政
の
総
合
調
整
手
法
」
成
田
頼
明
・
西
谷
剛
編
『
海
と
川
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
』
(
良
書
普
及
会
・
一
九
九
六
年
)
一
七
五
頁
以

下
。
牧
原
出
「
『
協
議
』
の
研
究
川
!
同
」
国
家
学
会
雑
誌
一

O
七
巻
一
・
一
一
号
一

O
六
百
貝
、
…

0
八
巻
一
二
・
四
号
一
一
間
以
、
同
九
・
一

O
口
万
一
四

七
頁
で
も
、
河
川
行
政
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。

(6)

河
川
の
「
公
物
性
」
が
性
質
上
の
も
の
で
あ
る
か
、
具
体
的
な
法
律
の
規
定
を
前
提
と
す
る
八
ム
権
力
の
決
定
に
よ
る
の
か
と
い
、
っ
問
題
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
(
一
一
一
本
木
健
治
「
河
川
の
管
理
L

『
現
代
行
政
法
大
系
9
』
(
有
斐
閣
・
…
九
八
四
年
)
一
一
一
九
二
頁
以
下
参
照
て

た
だ
、
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
八
ム
物
管
理
権
限
の
根
拠
お
よ
び
そ
の
内
容
が
必
ず
し
も
既
存
の
制
定
法
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

塩
野
教
授
に
よ
る
「
公
物
管
理
権
に
由
来
す
る
事
実
行
為
」
の
主
猿
(
「
法
治
主
義
の
諸
相
」
法
学
教
室
四
二
号
一
九
百
(
(
一
九
九
二
年
)
、

阿
部
教
授
に
よ
る
「
簡
易
な
行
政
措
置
」
の
主
張
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
(
阿
部
泰
隆
「
放
置
二
輪
車
対
策
の
法
と
政
策
(
下
)
」
自
治
研
究
六

O
巻
二
号
・
一
九
八
四
年
・
一
一
五
真
以
下
て
さ
ら
に
、
よ
り
根
本
的
に
既
存
の
法
律
の
枠
を
こ
え
る
「
環
境
管
理
」
の
可
能
性
を
示
峻
す
る
見

解
も
あ
る
(
磯
部
カ
「
公
物
管
理
か
ら
環
境
管
理
へ
」
吋
国
際
化
時
代
の
行
政
と
法
L

(

良
書
普
及
会
・
品
九
九
三
年
)
二
六
頁
以
下
、
四
六
頁
)
。

(
7
)

現
在
“

O
九
水
系
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)

河
川
指
定
は
、
昭
和
四
七
年
に
政
令
に
よ
る
指
定
か
ら
現
行
の
建
設
大
臣
に
よ
る
指
定
に
変
更
さ
れ
た
の
そ
の
趣
旨
は
、
水
系
の
指
定
に

比
し
て
、
河
川
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
追
加
・
変
更
が
少
な
く
な
く
、
そ
の
た
び
に
政
令
改
正
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
実
態
に
あ
わ
な
い
と
い

う
使
宜
的
理
由
に
よ
る
コ

河
川
法
研
究
会
編
著
「
逐
条
解
説
、
河
川
法
解
説
』
(
大
成
出
版
社
・
一
九
九
四
年
)
一
一
九
頁
参
照
。

建
設
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
「
河
川
審
議
会
」
(
法
八

O
条
)
の
委
員
は
学
識
経
験
者
の
ほ
か
地
方
公
共
団
体
の
長
の
う
ち
か
ら
も
建
設

10 9 



大
臣
が
任
命
す
る
と
さ
れ
て
お
り
(
法
人
一
条
)
、
河
川
審
議
会
は
間
接
的
な
地
方
公
共
団
体
の
関
与
形
態
の
ひ
と
つ
と
も
い
え
る
。

(
日
)
前
掲
『
河
川
法
解
説
』
三

O
頁。

(
ロ
)
た
と
え
ば
、
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
に
お
け
る
指
定
湖
沼
の
指
定
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
の
「
申
出
」
に
基
づ
い
て

閣
議
決
定
の
上
行
う
が
(
法
三
条
一
項
、
五
項
て
そ
の
際
、
当
該
知
事
は
申
出
に
あ
た
り
「
関
係
市
町
村
長
の
意
見
」
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
(
問
項
)
。
こ
の
場
合
に
は
、
知
事
は
市
町
村
長
の
意
見
を
き
き
つ
つ
、
当
該
地
域
の
意
向
を
指
定
権
者
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
、
地
域
開
発
立
法
に
お
け
る
開
発
計
画
策
定
の
仕
組
み
は
、
通
常
、
地
方
公
共
団
体
の
関
与
を
認
め
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
橋
本
博
之
「
地
域
開
発
立
法
と
水
管
理
行
政
|
琵
琶
湖
総
合
開
発
の
法
的
シ
ス
テ
ム
を
素
材
に
」
立
教
法
学
四
五
号
(
一

九
九
六
年
)
九
O
頁。

(
日
)
そ
の
他
、
同
様
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
は
ダ
ム
建
設
に
か
か
る
基
本
計
画
を
建
設
大
臣
が
作
成
・
変
更
・
廃
止
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
「
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
」
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
知
事
は
意
見
を
述
べ
る
に
あ
た
り
「
議
会
の
議
決
」
を
経
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
(
法
四
条
四
項
)
。
河
川
法
で
は
、
建
設
大
臣
が
工
事
実
施
基
本
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
河
川
審
議
会
の

意
見
を
き
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
(
河
川
法
一
六
条
四
項
、
註
(
お
)
も
参
照
)
。
ち
な
み
に
、
道
路
の
場
合
、
都
道
府
県
道
に
つ

い
て
は
都
道
府
県
知
事
が
路
線
認
定
の
段
階
で
あ
ら
か
じ
め
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
(
道
路
法
七
条
二
項
)
、

一
般
国
道
に
つ
い
て
は
政
令
に
よ
る
指
定
が
あ
る
の
み
で
あ
る
(
法
五
条
一
項
)
。

(
M
H
)

指
定
区
間
の
数
は
多
く
、
た
と
え
ば
、
荒
川
水
系
で
一
九
カ
所
(
隅
田
川
な
ど
て
淀
川
水
系
で
七
二
カ
所
あ
り
、
北
浦
・
霞
ヶ
浦
・
琵
琶

湖
な
ど
は
湖
沼
の
固
有
名
詞
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
四
六
・
コ
了
二

O
建
設
省
告
示
三
九
六
号
。

(
日
)
道
路
管
理
に
つ
い
て
も
指
定
区
間
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
(
道
路
法
一
一
一
一
条
一
項
)
、
道
路
の
場
合
、
指
定
区
間
の
指
定
は
政
令
に
よ

る
こ
と
、
ま
た
、
指
定
区
間
に
お
い
て
は
建
設
大
臣
が
、
指
定
区
間
外
に
お
い
て
は
都
道
府
県
知
事
が
、
そ
れ
ぞ
れ
管
理
事
務
を
担
当
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
お
り
、
河
川
法
と
は
制
度
の
作
り
方
が
根
本
的
に
異
な
る
。

前
掲
『
河
川
法
解
説
』
四
七
頁
。

(
日
)

}¥ 
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四

(
打
)
同
条
で
は
、
そ
の
他
に
北
海
道
開
発
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

(
児
)
前
掲
『
河
川
法
解
説
」
六
四
頁
。

(
国
)
こ
の
点
で
、
本
条
は
、
利
水
ダ
ム
の
操
作
に
よ
る
災
害
防
止
の
見
地
か
ら
、
ダ
ム
設
置
者
が
操
作
規
穏
を
定
め
る
に
際
し
、
河
川
管
理
者

の
承
認
を
受
け
る
に
先
立
っ
て
「
関
係
都
道
府
県
知
事
」
の
意
見
を
き
く
こ
と
を
要
求
す
る
法
問
七
条
の
趣
旨
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
(
法
四

六
条
、
四
八
条
も
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
)
。
も
っ
と
も
、
河
川
管
理
施
設
の
操
作
規
則
は
あ
く
ま
で
も
「
治
水
」
の
綴
点
か
ら
制
定
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
(
た
と
え
ば
、
利
水
ダ
ム
の
場
合
に
は
操
作
の
碁
準
と
し
て
の
水
位
、
流
量
を
定
め
る
こ
と
は
必
須
で
は
な
い
。
法

A

四
条
、

四
七
条
.
項
、
施
行
令
九
条
一
一
一
号
、
二
九
条
)
、
施
設
操
作
に
よ
る
周
辺
流
域
へ
の
影
響
も
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
確
定
さ
れ
る
の
で
、
「
関

係
地
方
公
共
団
体
」
の
範
囲
が
ダ
ム
災
害
を
想
定
す
る
場
合
と
異
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
治
水
ダ
ム
の
場
合
に
は
、
上
流
の
地
方
公
共
団

体
も
含
み
得
る
が
、
利
水
ダ
ム
の
場
合
に
は
、
通
常
下
流
が
想
定
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
却
)
前
掲
可
河
川
法
解
説
』
六
四
l
六
五
頁
。

(
幻
)
河
川
管
理
事
務
処
理
規
程
で
は
建
設
大
臣
の
「
承
認
」
制
度
三
条
、
三
条
)
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の

(
詑
)
同
条
は
も
と
も
と
二
級
河
川
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
昭
和
四
七
年
に
よ
比
況
調
整
河
川
制
度
」
(
法
七

O
条
の
二
)
が
新
設
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
一
級
河
川
へ
も
適
用
可
能
性
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
叶
河
川
法
解
説
』
ム
ハ
ム
ハ
l
六
七
頁
参
照
n

(
出
)
そ
の
他
、
参
考
ま
で
に
述
べ
る
と
、
境
界
に
か
か
る
二
級
河
川
の
管
理
に
つ
い
て
は
特
例
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
協
議
に
よ
り
河
川
管
理

施
設
の
維
持
・
操
作
の
方
法
が
定
め
ら
れ
る
(
法
一
一
条
)
。
こ
の
場
合
に
、
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
に
関
す
る
規
定
は
な
く
、
建
設
大
箆
の
関

与
と
し
て
は
、
地
方
自
治
法

A

五
O
条
の
指
海
監
督
処
分
に
よ
る
調
整
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
他
、
山
間
部
の
水
門
操
作
な
ど
「
高
度
の

行
政
判
断
を
要
す
る
事
務
」
以
外
の
も
の
は
関
係
地
方
公
共
団
体
に
委
託
す
る
場
合
や
(
法
九
九
条
)
、
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
特
則
が
あ
る
(
法

4

七
条
)

0

(
剖
)
塩
野
教
授
は
、
国
土
利
用
計
商
法
に
お
け
る
市
町
村
長
、
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
意
見
聴
取
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
地
位
が
不
明
維
で

あ
る
と
し
、
機
関
委
任
事
務
制
度
を
前
提
と
し
て
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
す
る
。
塩
野
安
「
国
土
開
発
」

本
稿
で
は
割
愛
す
る
。



『
未
来
社
会
と
法
』
(
筑
摩
書
房
・
一
九
七
五
)
二
五
六
頁
。

(
お
)
な
お
、
平
成
九
年
三
月
間
日
に
関
議
決
定
さ
れ
た
河
川
法
改
正
案
に
よ
れ
ば
、
河
川
管
理
の
臼
的
に
、
治
水
、
利
水
に
加
え
て

J
河
川
環

境
の
整
備
と
保
全
」
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
(
改
正
案
第
一
条
)
、
従
来
の
工
事
実
施
基
本
計
閣
に
か
わ
っ
て
導
入
が
予
定
さ
れ
る

「
河
川
整
備
計
画
」
制
度
に
お
い
て
は
、
「
河
川
環
境
の
状
況
」
を
考
慮
す
る
こ
と
、
ま
た
、
計
断
策
定
過
殺
に
お
い
て
、
河
川
審
議
会
の
み
な

ら
ず
、
学
識
経
験
者
、
「
関
係
住
民
」
お
よ
び
「
関
係
都
道
府
県
知
事
え
は
関
係
市
町
村
長
」
の
意
見
を
き
く
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
(
改
正

案
一
六
条
、
一
六
条
の
二
)
。
こ
れ
は
、
流
域
自
治
体
の
河
川
管
瑚
に
対
す
る
関
与
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
そ
の
利
益
が
利
水
・
治
水
の
商
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ぞ
れ
を
こ
え
る
「
環
境
利
縫
」
に
も
及
ぶ
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
流
域
自
治
体
が
「
河
川
管
理
」
に
お
い
て
果

た
す
べ
き
役
割
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
く
な
い
。
ま
た
、
公
物
管
現
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
、
今
聞
の
改
正
案
に
お
い
て
降
定
日
域
を
前
提

と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
閉
鎖
的
で
は
あ
り
得
な
い
空
間
管
理
が
「
河
川
管
理
」
の
内
容
に
と
り
こ
ま
れ
る
な
ら
ば
、
伝
統
的
な
公
物
管
理

論
の
想
定
し
な
い
異
質
の
内
容
が
現
実
の
「
河
川
管
理
L

に
お
い
て
行
わ
れ
る
ひ
と
つ
の
具
体
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
潔
解
で
き
る
。

}¥. 
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